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町
消
防
助
長
の
定
員
､
任
免
へ
　
給
与
､
服
務
等
に
馳
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
か
わ
三
朝
町
消
防
団
農
の
定
員
､
任
免
､
給
与
､
服
務
等
に
幽
す
る
条
例
の
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敵
を
改
正
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こ

と
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つ
S
て
､
地
方
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治
法
(
職
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二
十
二
年
法
無
象
六
十
七
号
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窮
九
十
六
集
魚
1
現
の
観
定
に
よ
り
､

本
詠
会
の
詠
決
を
求
め
る
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三
朝
町
条
例
爵

号

三
勧
町
消
防
団
負
の
定
員
､
任
免
､
給
与
､
服
数
等
に
熊
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
消
防
団
負
の
定
点
､
任
免
'
給
与
､
服
務
等
に
鮎
す
る
条
例
(
船
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
舞
三

十
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

附
則
窮
三
項
の
次
に
次
の
　
7
項
を
加
え
る
｡

年
.
内
包
旅
行
に
係
る
鉄
道
賃
及
び
船
食
の
敬
に
つ
い
て
は
､
特
別
の
事
情
等
の
内
国
旅
行
の
場
合
を
除
き
､

当
分
の
筒
､
艮
長
に
あ
っ
て
技
､
特
別
職
の
敬
具
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
喪
に
鞄
す
る
条
例
別
表

l

貌
二
の
7
中
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
､
副
団
長
及
び
陣
負
に
あ
つ
て
は
､
職
員
等
の
放
資
に

馳
す
る
条
例
琴
十
四
条
第
四
号
及
び
象
十
五
集
魚
一
項
飴
五
号
の
規
定
は
適
用
し
な
S
｡

附

　

則

こ
の
条
例
披
､
職
和
五
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡


